
令和７年度学童クラブ育成料（おやつ代）に係る市の取組について

学童クラブのおやつ代の徴収方法につきましては、令和 7年度から、学童クラブ育成料

に含めて徴収することについて、令和 6年 6月 26 日に開催いたしました子ども・子育て会

議にてご意見を伺い、令和 6年 9 月の市議会定例会議において決定（保護者負担額は、こ

れまでと同じ金額）したところです。

このような中、現在、食品の物価高騰による影響につきましては、菓子類の価格につき

ましても顕著になってきております。

このため、令和 7年度のおやつ購入費に係る予算につきましては、令和 6年 11 月 22 日

に閣議決定された国の重点支援地方交付金を活用し、1人当たり 200 円を増額した予算額

で計上する考えであります。

なお、学童クラブ育成料（おやつ代を含む 4,200 円）につきましては、検討の必要性を

認識しており、今後、改めて、子ども・子育て会議のご意見を伺いたいと考えております。

１ 増額分（200 円）について

令和 6年 10 月の食品値上げについては、値上げ品目が 2,911 品目に及んでおり、年内最

大の値上げとなる報道がある中で、特に「菓子」の部類については、17％の値上げ率とな

っております。（1,200 円×17％＝204 円）

このため、学童クラブでのおやつ購入に係る予算につきましては、これまでの 1,200 円

/月から、200 円増額し 1,400 円/月とします。
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２ その他

本件につきましては、令和７年度の当初予算編成に係る案件であり、子ども・子育て会

議の開催する暇がないことから、書面開催とさせていただくものです。

＜参考＞

・亀田製菓（せんべい菓子など）

10/1 想定改定率 9％～22％程度

・明治（チョコレート・スナック菓子など）

10/1 想定改定率 6％～31％程度

・ロッテ（チョコレート菓子など）

11/1 想定改定率 3.7％～38.4％程度
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